
役員等報酬及び費用弁償規程 
 

（ 目 的 ）  
第 １ 条  こ の 規 程 は 、 社 会 福 祉 法 人 白 山 福 祉 会 の 役 員 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 済 に 関 す る 事

項 に つ い て 定 め る も の で あ る 。  
 
（ 定 義 及 び 適 用 除 外 ）  
第 ２ 条  本 規 程 で い う 役 員 等 と は 、 理 事 、 監 事 、 評 議 員 、 評 議 員 選 任 ・ 解 任 委 員 （ 外 部

委 員 の み ） を 示 す 。  
２  法 人 の 職 員 を 兼 務 す る 役 員 等 は 、 こ の 規 程 を 適 用 し な い も の と す る 。  

 
（ 理 事 会 、 評 議 員 会 等 の 出 席 報 酬 等 ）  
第 ３ 条  理 事 会 、 評 議 員 会 又 は そ の 他 の 会 議 、 研 修 に 出 席 し た と き の 他 、 理 事 ⻑ に よ る

専 決 や 監 事 に よ る 監 査 の 実 施 等 、役 員 等 が 法 人 の 業 務（ 以 下「 法 人 業 務 」と い う 。）
に 従 事 し た 時 に 限 り 、 別 表 に よ り １ 日 分 の 報 酬 を 支 払 う こ と が で き る 。  

２  報 酬 は 直 接 本 人 に 支 払 う も の と す る 。  
 
（ 費 用 弁 償 ）  
第 ４ 条  役 員 等 が 、 法 人 業 務 の た め 出 張 し た 場 合 は 、 そ の 費 用 の 実 費 を 弁 償 す る 。  

２  前 項 の 費 用 弁 償 の 額 は 、 職 員 の 旅 費 規 程 に 準 ず る 。  
３  費 用 弁 償 は 直 接 本 人 に 支 払 う も の と す る 。  

 
（ 改 廃 ）  
第 ５ 条  本 規 程 の 改 廃 は 、 理 事 会 の 議 決 を 経 な け れ ば な ら な い 。  
 

 
 
附 則  
こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ４ 年 １ ２ 月 ２ ２ 日 よ り 施 行 す る 。  
こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ６ 年  ２ 月 ２ ５ 日 よ り 一 部 改 正 し て 施 行 す る 。  
こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ６ 年  ５ 月 ２ ５ 日 よ り 一 部 改 正 し て 施 行 す る 。  
こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ９ 年  ６ 月 １ ６ 日 よ り 一 部 改 正 し て 施 行 す る 。  
 

 



役 員 等 報 酬 及 び 費 用 弁 償 規 程  別 表  

 

別表１ 理事会、評議員会出席報酬等（日額） 

報酬 費用弁償 備考 

１０，０００円 旅費規程に準ずる 理事・監事・評議員 

 

別表２ 別表１以外の法人業務（日額） 

報酬 費用弁償 備考 

１０，０００円 旅費規程に準ずる 理事・監事・評議員 

 

別 表 ３  監 事 監 査 業 務  

報酬 費用弁償 備考 

１０，０００円 旅費規程に準ずる 監事 

 

別 表 ４  評 議 員 選 任 ・ 解 任 委 員 会  

報酬 費用弁償 備考 

１０，０００円 旅費規程に準ずる 
評議員選任・解任委員 

（外部委員のみ） 

 

※ 上 記 の 額 は 源 泉 所 得 税 を 含 む 額  


